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初めて求人をご提出いただく場合は、「事業所登録シート」（P113 参照）の作成
が必要です。
ご不明な点はハローワークにご相談ください。

─  2  ─

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （以下、「ハローワーク」
という。）では、求人申込みの際、この内容が労働関係法令等に違反していることが
明らかであり、かつ是正されない場合は受付をお断りすることがあります。

　　　　ハローワークにご提出ください。

　　　　　ハローワークにご提出ください。

　　　　　　　　　ハローワークにご提出ください。



おそれがあるからです。

─  3  ─

　　　ハローワークに申し出てください。これは職業相談や学校の進路指導に支障をき
　　　たすばかりでなく、他の事業所へ応募する機会も失ってしまうおそれがあるから
　　　です。
　　　　なお、紹介や推せんを受けてからあとに労働条件の変更等をおこなうことは、
　　　不適切なものとされていますので注意してください。特に、紹介や推せんを受け
　　　てからあとの求人数の削減や取消は、しないでください。



●支払われる賃金の内訳・額が明確にされていること。
●時間外、深夜労働に対して２割５分以上の率（１か月60時間を超える時間外
労働を行わせた場合には、その超えた時間については５割以上の率とな
る。）で計算した割増賃金を支払うこと。（時間外労働が深夜に及んだときは
５割以上の率となる。）また、法定の休日労働については３割５分以上の率
で計算した割増賃金を支払うこと。（法定の休日労働が深夜に及んだときは
６割以上の率となる。）
●賃金は毎月一回以上一定期日に全額直接労働者へ支払われるものである
こと。
●最低賃金額以上で支払うこと。
●特例措置の対象となる事業場（商業、映画・演劇業（映画の制作の事業を
除く）、保健衛生業、接客娯楽業の規模10人未満の事業場については、「週
44時間労働制」）以外はすべて「週40時間労働制」が適用されています。
●雇入れの日から起算して６ヶ月継続勤務し、全所定労働日の８割以上出勤
した労働者に対して最低10日を与えること。いわゆるパートタイム労働者
についても、原則として同様に扱うことが必要です。
●労働時間が１日６時間を超えるとき45分以上、８時間を超えるとき60分以
上の休憩時間を与え、自由に利用させること。
●毎週少なくとも１回の休日又は４週間を通じ４日以上の休日を与えること。
●18歳未満の者は休日に労働させないこと。
●労働契約を結ぶに当っては、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働
条件を明示すること。この場合、賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締
切及び支払日、労働契約の期間、就業の場所及び従事すべき業務の変更の範
囲、有期労働契約の場合はその更新に関する基準、就業の場所・従事する業
務の内容、所定外労働の有無、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、
通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限、契約期間内に無期転換申
込み発生権が発生する有期労働契約の締結の場合においては、無期転換申込
みに関する事項及び無期転換後の労働条件、交替制勤務をさせる場合は就業時
転換に関する事項、退職、解雇に関する事項については書面で交付すること。
　有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合、無期転換申込権が発生しない
期間を書面で明示すること。（高度の専門知識を有する有期契約労働者について
は、特例の対象となる具体的な業務の範囲についても書面で明示すること。）
●常時雇用する労働者が10名以上の事業場においては、就業規則を作成（含む
給与規則等）し、所轄の監督署へ届け出るとともに、労働者への周知を行うこ
と。またその内容が改正された場合も監督署への届出が必要です。（確認させ
ていただくことがあります。）

─  4  ─

賃 金

労 働 時 間

年次有給休暇

休 憩 時 間
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労働条件の明示と
賃 金 の 書 面 交 付

就 業 規 則

２　求人申込みの労働条件は、法令に違反していませんか。

項　　  目 内　　　　　　　　　　　　 容
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るための職場内での協力体制づくりなどへの支援をお願いします。

●雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険等の労働保険、社会保険の

加入手続きはおすみですか。加入が必要となる制度については、早急に手続

きをお願いします。

各種社会保険

●原則として全労働者について、雇入時及び１年に１回定期健康診断及び、深

夜労働を行う者については、６ヶ月ごとに１回の健康診断を行う他、特定の

有害業務を行う者について特殊健康診断を行い従業員の健康管理や安全衛生

管理を十分行うことが必要です。（労働安全衛生法）

─  5  ─

ハローワーク

青少年の雇用の促進等に関する法律第19条参照

ハローワークへお問い合わせください。

　本県の最低賃金額は現在、資料（Ｐ149参照）のとおりです。使用者は、最低賃金額以
上の賃金を支払わなければなりません。したがって、最低賃金額未満の求人は受理するこ
とができません。また、最低賃金額が改定されれば、既にお申込みの求人についても改定
された最低賃金額を下回る場合は、直ちに改定していただくことになります。


